
 

堺市総合教育会議運営要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法

律第１６２号。以下「法」という。）第１条の４第９項の規定に基づき、堺市

総合教育会議（以下「会議」という。）の運営について必要な事項を定める。 

 

 （協議事項及び調整事項） 

第２条 会議は、次に掲げる事項について、市長及び教育委員会の権限に属する

事務のうち、政策的判断を要する事務に関する協議及び調整を行う。 

 (1) 大綱（法第１条の３第１項に規定するものをいう。以下同じ。）の策定に

関する事項 

 (2) 法第１条の４第１項第１号及び第２号に掲げる事項 

 

 （会議） 

第３条 会議は、必要に応じて市長が招集し、市長がその議長となる。 

２ 会議は市長、教育長及び教育委員の過半数が出席しなければ開くことがで

きない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。 

３ 市長は、会議の日前２日までに次に掲げる事項を教育委員会に通知しなけ

ればならない。 

 (1) 会議の開催の日時及び場所 

 (2) 協議及び調整すべき事項 

４ 前項の規定にかかわらず、市長は、緊急を要する協議及び調整すべき事項が

あるときは、直ちに会議に付議することができる。 

５ 市長は、法第１条の４第４項の規定により教育委員会から会議の招集を求

められた場合は、速やかに会議を招集しなければならない。 

 

 （会議の非公開） 

第４条 市長は、会議の内容が堺市情報公開条例（平成１４年条例第３７号）第

７条各号に掲げる情報について審議するとき、又は教育長及び出席した教育

委員の同意があるときは、法第１条の４第６項ただし書の規定により会議の

全部又は一部を非公開とすることができる。 

 

（傍聴） 

第５条 会議は、市長の許可を得て傍聴することができる。ただし、前条の規定

により会議を非公開としたときは、この限りでない。 

２ 前項に定めるもののほか、会議の傍聴について必要な事項は、市長が定める。 



 

 （議事録） 

第６条 市長は、会議の終了後、遅滞なく、議事録を作成し、これを公表するも

のとする。ただし、会議を非公開で実施した部分については、この限りでない。 

２ 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

 (1) 開会及び閉会に関する事項 

(2) 会議に出席した者の氏名 

(3) 協議及び調整議題 

(4) 議事の内容 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長又は会議において必要と認める事項 

３ 前２項に定めるもののほか、議事録について必要な事項は、市長が定める。 

 

 （事務局） 

第７条 会議の事務局を市長公室政策企画部に置く。 

 

 （委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、市長

が会議に諮って定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年５月２６日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年１０月１９日から施行する。 


